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民法改正「保証」

　　今回は、保証の規定に関する民法の改正点に
ついて、実務上特に重要である、①個人根保証
契約、②事業用融資における第三者保証の制
限、③保証人に対する各種の情報提供義務に
分けてご説明いたします。

1　個人根保証契約

（１）改正の趣旨
　　これらの規定は、根保証契約の保証人が負う
責任の範囲を金額的な面から画することにより
保証人に自らの負担の上限に対する予測可能

性を与えるべきこと、及び契約締結後に著しい事
情変更が生じた場合に、その責任の拡大を防止
すべきことから、貸金等根保証契約に限定して
規定されていた現行民法４６５条の２（極度額の
設定）、同条の４（元本確定事由）、及び同条の５
（求償権の個人保証）を、貸金等根保証契約以
外の個人根保証契約全般に拡大させるとしたも
のです（他方で、現行民法４６５条の３（貸金等根
保証契約の元本確定期日）に関しては、個人根
保証契約全般について拡大することは見送られ
ました。）。

（２）実務への影響
　　改正民法４６５条の２により、貸金等根保証契
約以外の個人根保証契約に対しても極度額の
設定が義務付けられることとなったことから、今
後、例えば、建物賃貸借契約における賃料債務
等を担保するために個人と連帯保証契約を締
結するような場合においても、連帯保証契約書
等に連帯保証人の負担する主たる債務の極度
額についての条項を設けなければ、同条２項に
より、当該連帯保証契約は無効となりますので、
注意が必要です。

　　なお、これらの規定は、改正民法附則２１条１
項から、改正民法施行日後に締結された保証契
約に対してのみ適用があります。

2　事業用融資における第三者保証の制限
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（個人根保証契約の保証人の責任等）
第４６５条の２
　一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債
務とする保証契約（以下「根保証契約」という。）で
あって保証人が法人でないもの（以下「個人根保
証契約」という。）の保証人は、主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのもの及びその保証内
容について約定された違約金又は損害賠償の額
について、その全部に係る極度額を限度として、そ
の履行をする責任を負う。
２　 個人根保証契約は、前項に規定する極度額
　を定めなければ、その効力を生じない。
３　第４４６条第２項及び第３項の規定は、個人根
　保証契約における第１項に規定する極度額の
　定めについて準用する。

（個人貸金等根保証契約の元本確定期日）
第４６５条の３　
（省略）

（個人根保証契約の元本の確定事由） 
第４６５条の４ 　
　次に掲げる場合には、個人根保証契約におけ
る主たる債務の元本は、確定する。ただし、第１号
に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の
実行の手続の開始があったときに限る。 
一　債権者が、保証人の財産について、金銭の
　  支払を目的とする債権についての強制執行又
　   は担保権の実行を申し立てたとき。
二　保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 
三　主たる債務者又は保証人が死亡したとき。 
２　 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根
　保証契約における主たる債務の元本は、次に掲  
　げる場合にも確定する。ただし、第１号に掲げ  
　る場合にあっては、強制執行又は担保の実行
　の手続の開始があったときに限る。
一　債権者が、主たる債務者の財産について、金
　  銭の支払を目的とする債権についての強制執
　  行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二　主たる債務者が破産手続開始の決定を受
　   けたとき。

（公正証書の作成と保証の効力）
第４６５条の６
　事業のために負担した貸金等債務を主たる債
務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業
のために負担する貸金等債務が含まれる根保証
契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日
前１箇月以内に作成された公正証書で保証人に
なろうとする者が保証債務を履行する意思を表示
していなければ、その効力を生じない。
２　前項の公正証書を作成するには、次に掲げる
　方式に従わなければならない。
一　保証人になろうとする者が、次のイ又はロに
　　掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ
　　又はロに定める事項を公証人に口授すること。

）略省（）。く除をのもるげ掲にロ（約契証保　イ　
　ロ　根保証契約　（省略）
二　公証人が、保証人になろうとする者の口述を
　　筆記し、これを保証人になろうとする者に読
　　み聞かせ、又は閲覧させること。
三　保証人になろうとする者が、筆記の正確なこ
　　とを証人した後、署名し、印を押すこと。ただし、
　　保証人になろうとする者が署名することがで
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（契約締結時の情報の提供義務）
第４６５条の１０
　主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務と
する保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務
が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次
に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一　財産及び収支の状況
二　主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額
　　及び履行状況
三　主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするも
　　のがあるときは、その旨及びその内容
２　主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供
　せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた

　者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申
　込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債
　務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情
　報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、
　保証人は、保証契約を取り消すことができる。
３　前２項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用
　しない。

（主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務）
第４５８条の２
　保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合におい
て、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞
なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、
損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行
の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来している
ものの額に関する情報を提供しなければならない。

（主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提
供義務）
第４５８条の３
(1)　主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利
　　益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の
　　喪失を知った時から２箇月以内に、その旨を通知しなければ
　　ならない。
(2)　前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、
　　保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時か
　　ら同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の
　　利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保
　　証債務の履行を請求することができない。
(3)　前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

（１）改正の趣旨
　　改正民法４６５条の６の趣旨は、個人的な情義等から保証
人となった者が、想定外の多額の保証債務の履行を求められ
生活の破綻に追い込まれるといった事例が多発したことを受
けて、事業経営に直接関係しない個人が保証を行う場合に、
その保証意思が真意に基づく自発的なものかを公正証書作
成の過程をとおして慎重に確認させることにより、保証人を保
護することにあります。したがって、事業経営と関係のある経営
者及びこれに準ずる者は、上記趣旨が妥当しないため、同条
の適用は排除されます（改正民法４６５条の９）。

（２）実務への影響
　　事業用融資における第三者保証の場合、保証人の公正証
書による意思表示がないかぎり契約は無効となるところ、債権
者は、公正証書の確認及び保管をする必要があります。また、
事業用融資でなければ公正証書は不要ですが、真実は事業
用融資であるにもかかわらず主債務者から事業用融資では
ないと保証人に説明している場合があり得ますので、債権者と
しては、主債務者への融資の使途が何であるかを慎重に確
認する必要があります。

　　なお、保証人となろうとする者は、改正民法施行日前におい
ても、４６５条の６第１項の公正証書の作成を嘱託することがで
き（附則２１条２項）、嘱託された公証人も、施行日前に作成す
ることができます（附則２１条３項）。

3　保証人に対する各種の情報提供義務

（１）改正の趣旨
　　改正民法４６５条の１０は、主債務者が保証人に事業性を有
する債務の保証を委託する際に、主債務者が保証人になろう
とする者に対し情報提供する義務を、改正民法４５８条の２は
保証契約成立後における債権者の保証人に対する主債務の
履行状況に関する情報提供義務を、同条の３は、主債務者が
期限の利益を喪失した際に、債権者がその旨を保証人に通
知する義務を定めたものです。

　　いずれの規定も、主債務者ないし債権者に、保証人に対す
る十分な情報提供をさせることで、保証人が想定外かつ多額
の負担を被ることを防止するためのものであるといえます。

（２）実務への影響
　　改正民法４６５条の１０について、債権者は、主債務者の情報
提供義務懈怠の事実につき「知ることができたとき」まで、保証
人から保証契約の取消しを主張されるおそれがあるところ、保
証契約を締結する際に、保証人に対して、主債務者から同条
記載の説明を受けたかを確認することが望ましいといえます。

　　改正民法４５８条の３について、債権者は、主債務者の期限
の利益の喪失を「知ったときから２箇月以内」に保証人に通知
すればよいとされていますが、逆に、期間内通知を怠ったときは、
債権者は、期限の利益喪失時から通知を現にするまでに生じ
た遅延損害金に係る保証債務の履行を保証人に対して請求
することができなくなるため、注意が必要です。

　　きない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に変え
　　ることができる。
四　公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作っ
　　たものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
３　 前２号の規定は、保証人になろうとする者が法人である場
　合には、適用しない。

（公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外）
第４６５条の９
　前３条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者で
ある保証契約については、適用しない。
一　主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執
　　行役又はこれらに準ずる者
二　（省略）
三　（省略）


